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１．建設業法改正に伴う改正事項
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建設工事の請負契約の内容について

○改正建設業法
（建設工事の請負契約の内容）
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して
次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなら
ない。
一～三 （略）
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五～十五 （略）
十六 その他国土交通省令で定める事項

２・３ （略）

（公共約款、民間約款（甲）、民間約款（乙）、下請約款 契約書部分関係）

・ 約款の契約書部分に工事を施工しない日又は時間帯について記載する部分を設けると
ともに、注で当該事項を定めない場合は削除することとする旨を記載する。
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監理技術者の兼務規定について

○改正建設業法
（主任技術者及び監理技術者の設置等）
第二十六条 （略）
２ （略）
３ 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関す
る重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければなら
ない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただ
し、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、
当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当
該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定め
る者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

４～６ （略）

（公共約款第10条、民間約款（甲）第１０条関係）

・ 今回の建設業法改正において、専任が要される監理技術者について、監理技術者を補佐す
る者を専任で配置した場合には、当該監理技術者は複数の現場を兼任できることとされた。

・ 現行の約款において、現場代理人、主任技術者又は監理技術者の氏名について、発注者に
通知することが規定されているところ。

・ 今回の建設業法改正を踏まえ、監理技術者を補佐する者についても発注者への通知対象と
すべく約款に記載することとする。



監理技術者の専任の緩和（建設業法第２６条）

【現 状】 【改正後】

元請A社

監理技術者Ａ
（専任）

下請B社

主任技術者

下請Ｃ社

主任技術者

元請A社

監理技術者Ｂ
（専任）

下請Ｄ社

主任技術者

下請Ｅ社

主任技術者

注文者 注文者

・建設工事の請負代金の額が３５００万円（建築
一式工事にあっては７０００万円）以上である
場合については、監理技術者は現場に専任の者
でなければならない。

下請B社

主任技術者

下請Ｃ社

主任技術者

元請A社

下請Ｄ社

主任技術者

下請Ｅ社

主任技術者

注文者 注文者

元請A社

監理技術者Ａ

技士補Ｘ
（専任）

技士補Ｙ
（専任）

工事１ 工事２ 工事１ 工事２

・監理技術者の職務を補佐する者として政令で定
める者を専任で置いた場合には、監理技術者の
兼務を認めることとする。（当面２現場とする
予定。）

・政令で定める者は、今回創設する技士補制度の
うち、１級の技士補であって主任技術者の資格
を持つ者などとすることを検討中。

兼務可
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著しく短い工期による請負契約の締結の禁止について

○改正建設業法
（著しく短い工期の禁止）

第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契
約を締結してはならない。

○改正品確法
発注者等の責務）
第七条 発注者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育
成及び確保に配慮しつつ、公共工事等の仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、
工事等の監督及び検査並びに工事等の実施中及び完了時の施工状況又は調査等の状況（以下「施工状況等」という。）の確認及び評価そ
の他の事務（以下「発注関係事務」という。）を、次に定めるところによる等適切に実施しなければならない。
一～五 （略）
六 公共工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、公共工事等に従事する者の休日、工事等の実施に必
要な準備期間、天候その他のやむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮し、適正な工期等を設定す
ること

七～九 （略）

（公共約款第２１条、民間約款（甲）第２９条、民間約款（乙）第１９条、下請約款第１７条関係）

・ 働き方改革を促進する観点から、改正建設業法において「通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工
期とする請負契約を締結してはならない」ことが規定されたところ。また、公共工事については改正品確法において
発注者の責務として適正な工期等を設定することとされたところ。

・ 働き方改革の促進を目的とした今回の改正建設業法や改正品確法の趣旨を踏まえ、公共約款については「発注者は、
工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、や
むを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。」と規定を設ける
こととする。

・ 民間約款（甲・乙）、下請約款については、改正建設業法の趣旨を踏まえ、改正建設業法第19条の５と同様の内容
を確認的に記載する。
具体的には「発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められ

る期間に比して著しく短い期間としてはならない。」ことを規定する。
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２．その他
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履行保証の規定について

（公共約款第４条関係）

・ 平成29年に破産管財人による解除の場合についても、受注者において違約金支払義務
が生じる事由に当たる旨改正が行われたが、契約を保証する証券において、破産管財人に
よる解除が保証の対象となっていない場合があり、発注者が違約金を保険会社から受け取
ることが出来ない可能性がある。

・ このため、約款において、保証契約は破産管財人等による解除についても保証するも
のであることを求めることを明示することとする。

発注者 受注者

保険会社

請負契約

④保険金の支払い

債務の不履行を保証する証券を付さなければならない

保証契約

破産管財人等

①破産②契約の解除

③損害賠償の請求

破産管財人等による解
除も保証の対象とする
よう義務づけ


